
平成 26 年度 機構・定員審査結果（概要） 

 

１ 機構（主なもの） 

 

 

国家安全保障体制の強化（国家安全保障局の体制整備） 

・内閣審議官(2)の新設 
（外務省大臣官房審議官(1)、防衛省大臣官房審議官(1)の廃止） 

 

 

 

食品に係る消費者安全・安心確保対策の推進体制の強化 

 ・審議官(1)の新設（農林水産省大臣官房参事官(1)等の廃止） 

 

 

 

総合的な外交力の強化 

 ・在ナミビア大使館、在アルメニア大使館（小規模公館）、在マーシャ

ル大使館（小規模公館）の新設（７公館の小規模公館化等） 

 

 

 

医療・介護の連携等のための体制整備 

 ・大臣官房審議官(4)（医療介護連携担当、医政担当、医薬品等産業振

興担当、労災補償担当）の新設 
（労働基準局労災補償部、大臣官房参事官(1)等の廃止） 

 

失業なき円滑な労働移動を推進するための体制整備 

 ・職業安定局雇用開発部の新設（同局高齢・障害者雇用対策部の廃止） 
 

 

 

関係国との協議・対話の強化のための体制整備 

 ・防衛審議官(1)の新設（地方協力局次長(1)等の廃止） 

 

 

 

国家公務員制度改革に係る体制整備については、根拠となる国家公務員法等の 

一部を改正する法律案が国会において継続審査中 

・大臣補佐官の新設（内閣府６人以内、復興庁及び各省１人以内） 

・内閣人事局の新設（総務省人事・恩給局の廃止等） 

（名称は仮称） 

消 費 者 庁 

厚生労働省 

内 閣 官 房 

外 務 省 

防 衛 省 



２ 定員 

 

１．合理化 

26年度に▲5,347人の合理化を行うことにより、現行の定員合理化計

画（平成 22～26 年度の５年間で 10％以上の合理化減）の目標数（▲

30,244人）を大幅に上回る▲32,206人の合理化を達成。 

 

２．増員 

増員については、安全保障、成長戦略など、現下の重要課題に適切に

対応できる体制を整備しつつ、全体として抑制し、メリハリある定員配

置を実現。 
 

 （主な措置事項） 

 領海警備体制の強化（海上保安庁）・・・320 人 

 安全保障体制の強化（防衛省）・・・215 人 

 総合的な外交力の強化（外務省等）・・・外務省 136 人の定員措置 

                  国家安全保障局に 60 人体制の構築（振替、自衛官含む） 

 治安の強化（警察、検察、刑務官、ＣＩＱ等）・・・1,064 人 

 適正・公平な課税の実現（国税、消費税転嫁対策）・・・857 人 

 成長戦略（特許審査体制強化、ＴＰＰ等経済連携の推進、農地集積の推進等）・・・1,065 人（重複） 

 

⇒ これらの取組みにより、政府全体で▲1,203人の純減を確保。 

 

【参考１】 

 増員 減員 差引（純減） 

26年度要求 6,290人 ▲4,927人 ○1,363人 

26年度査定 4,144人 ▲5,347人 ▲1,203人 

    

25年度（補正後） 5,838人 ▲7,255人 ▲1,417人 

 

【参考２】「公 務 員 の給 与 改 定 に関 する取 扱 いについて」（平 成 25 年 11 月 15 日 閣 議 決 定 ）（抜 粋 ） 

情報通信技術を活用した業務改革の推進、地方支分部局等を始めとする行政事務・事業

の整理、民間委託、人事管理の適正化等行政の合理化、能率化を積極的に推進する等の措

置を講ずる。また、国家公務員の定員については、現下の状況を踏まえ、平成２６年度予

算において、現行の合理化計画の目標数を大幅に上回る合理化を達成するとともに、重要

課題には適切に対応しつつ増員を抑制し、これまでに引き続き、大幅な純減を目指す。 

平成 26 年度の定員については、「公務員の給与改定に関する取扱いに

ついて」（平成 25 年 11 月 15 日閣議決定）を踏まえ、現行の合理化計画

の目標数を大幅に上回る合理化を達成するとともに、重要課題には適切

に対応しつつ増員を抑制し、政府全体で▲1,203人の純減を確保。 



894 197 ▲ 8 189 1,083 在留邦人保護等に対応するための危機管理及び情報分析等の体制整備4

14,287 232 ▲ 199 33 14,320

内 閣 府 本 府 2,273 29 ▲ 59 ▲ 30 2,243
民間資金等活用事業推進機構に対するガバナンス体制の整備2、保育緊急確
保事業の実施に必要な体制整備2、那覇空港滑走路増設事業等に係る体制の
強化3

宮 内 庁 1,004 8 ▲ 10 ▲ 2 1,002 皇族方の御活動及び侍側奉仕に関する事務体制の強化2、皇室と共に継承され
てきた歴史的財産の公開・活用及び調査・保存に関する事務体制の強化2

公 正 取 引 委 員 会 823 14 ▲ 7 7 830 独占禁止法の執行力の強化のための体制整備10、下請法の執行力の強化のた
めの体制整備4

国 家 公 安 委 員 会 8,349 112 ▲ 105 7 8,356
サイバー空間の脅威への対処能力の強化54、組織犯罪・テロ対策等の推進19、
客観証拠重視の捜査のための基盤整備と国民生活の安全確保23、災害対処能
力等の強化16

特 定 個 人 情 報
保 護 委 員 会

2 30 0 30 32 特定個人情報保護委員会事務局の事務体制の強化10

金 融 庁 1,547 25 ▲ 16 9 1,556
金融・資本市場の公正性・透明性の確保（第二種金融取引業者等に係る検査・
監督体制の強化等）15、より質の高い金融行政の実現（検査・監督の連携体制
の整備等）6

消 費 者 庁 289 14 ▲ 2 12 301 物価・消費市場関連対策の推進8、消費者被害の防止対策・被害回復のための
取組の充実等2、食品表示の充実4

169 14 0 14 183 原子力災害からの復興及び「新しい東北」の創造に係る事務体制の強化14

5,216 67 ▲ 247 ▲ 180 5,036

総務省（除く公調委） 5,181 67 ▲ 246 ▲ 179 5,002 社会保障と税の一体改革に向けた対応のための体制整備5、地域防災業務へ
の対応等の防災対策の推進のための体制整備7

公害等調整委員会 35 0 ▲ 1 ▲ 1 34

52,413 770 ▲ 783 ▲ 13 52,400 刑務所等保安業務体制等の充実強化373、検察体制の充実強化181、出入国管
理体制の充実強化107、保護観察体制等の充実強化44

5,747 136 ▲ 103 33 5,780 国民の安心・安全確保に資する外交の展開61、成長や発展に資する経済外交
の展開40、外交実施体制の強化9

71,126 1,047 ▲ 1,138 ▲ 91 71,035
財務局64(金融商品取引業者に対する証券検査・監督等の体制強化30等）、税
関142（LCC等航空需要の増加に対応するための体制整備80等）、国税庁837
（国際的な租税回避等に対応するための体制整備172等）

2,092 37 ▲ 36 1 2,093
道徳教育の推進体制の強化1、高校修学支援の体制強化3、研究費不正使用・
研究不正活動への対応強化3、障害者スポーツ推進体制強化2、2020東京オリ
ンピック・パラリンピック競技大会開催に係る体制強化4

31,848 457 ▲ 645 ▲ 188 31,660
失業なき円滑な労働移動のための再就職支援等89、過重労働など若者の「使い
捨て」が疑われる企業等への監督指導の強化50、検疫所・麻薬等取締の体制強
化29、医療・介護連携の推進7、再生医療等の安全体制の構築6

22,733 163 ▲ 517 ▲ 354 22,379
「攻めの農林水産業」の推進（食産業のグローバル展開の促進、農林水産物・食
品の高付加価値化の推進、農地集積の加速化等）77、動植物検疫・漁業取締体
制の強化57

8,105 87 ▲ 143 ▲ 56 8,049
「日本再興戦略」の迅速かつ確実な実行体制の整備18、被災地の復興加速化の
体制整備2、資源エネルギー・環境政策の推進体制の整備17、「世界最高かつ
最高品質」の知財システム実現のための体制整備（任期付審査官の確保等）28

59,466 694 ▲ 1,106 ▲ 412 59,054
領海警備業務等の海上保安業務執行体制の強化320、災害リスク増大に対応し
た防災・減災対策の強化127、社会資本の老朽化対策の強化120、公共交通の
安全確保等の体制強化83

2,814 28 ▲ 54 ▲ 26 2,788
「地球温暖化対策のための税」の本格導入に対応するための体制強化8、廃棄
物分野における防災対策のための体制強化2、国内希少野生動植物種の指定
及び保存のための体制強化4

21,431 215 ▲ 368 ▲ 153 21,278
防衛力の能力発揮のための基盤の充実・強化172、日米同盟の強化10、アジア
太平洋地域における協力の推進とグローバルな安全保障環境の安定化への取
組７、防衛省改革の推進22

298,341 4,144 ▲ 5,347 ▲ 1,203 297,138

（注１）上記「定員」は、行政機関職員定員令（昭和44年政令第121号）等で定めるもの。「増員」及び「減員」には振替を含む。

（注２）平成26年度予算において、東日本大震災復興特別会計で措置される901人（内閣の機関のうち1人、復興庁183人、総務省（除く公調委）のうち5人、法務省のう
　　　ち67人、文部科学省のうち23人、厚生労働省のうち41人、農林水産省のうち24人、国土交通省のうち95人、環境省のうち462人）の人件費が復興庁所管に一括計
　　　上されることから、上記区分に相当する当該府省の予算定員は、内閣の機関1,082人、復興庁901人、総務省（除く公調委）4,997人、法務省52,333人、文部科学省
　　　2,070人、厚生労働省31,619人、農林水産省22,355人、国土交通省58,959人、環境省2,326人となる。
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平成２６年度定員審査結果について

行政機関名
平成２６年度審査結果
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